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被災建築物応急危険度判定の全体フロー（県内）
県（支援本部） 市（実施本部） 判定コーディネーター 判定士

地震発生（震度6弱以上）

事前に

準備しておく事項

1.地震による被災建築物の予測

2.応急危険度判定に資する人材

の確保

3.判定資機材の備蓄

4.判定制度の普及・啓発

事前に

準備しておく事項
事前に

準備しておく事項

事前に

準備しておく事項

1.判定作業計画

2.判定士名簿の保管

3.判定資機材の備蓄

1.判定コーディネーター登録

2.判定コーディネーターとして

の役割の認識

1.判定業務の心得

2.判定士登録

3.判定資機材の準備

被害情報の収集

判定実施要否の

判断への助言

被害情報の収集

判定実施要否の判断

判定実施要否の

決定・宣言

支援本部の設置

照会・報告

助言

実施本部の設置
連絡・報告

被災者への広報被災者への広報

判定実施区域

実施順位の決定・検討

判定実施計画の検討

県（支援本部）

への支援要請

支援本部の設置

応援判定士等支援要請

判定実施計画の決定

判定実施の準備支援の準備

判定実施計画の見直し

支援計画通知

支援
判定実施計画に基づく準備

判定士の受付

判定実施チーム及び班の編成

判定資機材の配布

判定作業の説明

判定作業の開始

判定結果の報告等

業務の終了

行政職員

無所属判定士

建築関係団体

団体所属判定士

判定士

一次参集場所

応援判定士参集要請

・承否回答

移動

判定の基本的事項

判定活動

判定結果の報告等

活動の終了・帰還

説明

報告

判定は長くとも10日間で完了することとする

判定業務の開始

判定業務の

結果整理及び報告

再調査等の対応

住民等への広報

実施本部業務の終了手続き

実施本部の解散

住民等へのアフターフォロー

判定実施記録の保管

報告

指示

指示

支援計画に見直し
報告

支援本部業務の

終了手続き

支援計画に見直し

支援計画に見直し

判定集計

結果
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被災建築物応急危険度判定の全体フロー（全国）

実施本部：八代市

【実施本部業務ﾏﾆｭｱﾙ】

判定士

【判定士業務

ﾏﾆｭｱﾙ】

建築関係団体

（中央）

都市機構

建築士会

連合会

事務所協会

連合会

その他

全国支援本部：国交省

被災ﾌﾞﾛｯｸ内

応援都道府県

地元

建築士会支部

事務所協会支部

応
援
判
定
士

応援ﾌﾞﾛｯｸ判定協議会

ブロック内

応援都道府県

連携 全国協議会

地方整備局等

ブロック判定協議会

（全国6ブロック）

広域支援本部：ﾌﾞﾛｯｸ幹事県

福岡県

【広域支援本部業務ﾏﾆｭｱﾙ】

熊本県

建築士会

事務所協会

建築協会
県
内
判
定
士

支援本部：熊本県

【支援本部業務ﾏﾆｭｱﾙ】

① 地震発生時の情報収集

② 支援本部の設置

③ 支援実施計画の作成

④ 支援の実施

判定拠点

判定コーディネーター（5班に1名）

班（10チームで1班） 1チーム（2名）

１次参集場所実施本部長：建築指導課長

判定計画班

（判定実施計画に関すること）

判定支援班

（判定実施に関すること）

後方支援班

（判定実施のための資機材準備や受入、

補償に関すること）

被災都道府県
（被災していない）

管内市町村

全国

支援

要請

支援

連携

連携支援要請

参集要請

参集

要請

参集

要請

参集

要請

参集要請

支援

要請
支援

支援

要請
支 援

（行政職員等）

参集

要請

連携

支 援

（行政職員等）

支 援

（判定士等）

参集

参集

参集

要請
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①建築物の被災状況、交通規制等に
　関する情報収集
②判定区域全体図・街区マップの作成
③地元判定士等への参集要請
④判定士、判定コーディネーター等の
　名簿管理
⑤判定コーディネーターとの連絡調整
⑥判定結果のとりまとめ
⑦判定実施記録の作成
⑧判定士の班編成※

※判定コーディネーターの負担が大き
くなる場合、判定士の班編成について
は、後方支援班で行う。

判定関係組織図

・住民、報道機関対応、実施記録の作成
・実施本部、都道府県、国との連絡調整

①判定実施計画の作成、見直し
②判定実施計画の決定
③住民対応、報道機関対応
④支援本部、災害協定等関係自治体
　等との連絡調整
⑤判定拠点ごとの判定士・判定
　コーディネーターの人数決定

判定計画班 判定支援班 後方支援班
①判定時配布チラシ等、判定関係資料
　作成
②判定拠点、判定資機材、食事、宿泊
　の手配
③自転車、バス等判定士移動手段の
　確保
④民間判定士等保証制度事務

総務・情報連絡担当
・住民、報道機関対応、実施記録の作成
・実施本部、都道府県、国との連絡調整

総務・情報連絡担当
・住民、報道機関対応、実施記録の作成
・実施本部、都道府県、国との連絡調整

総務・情報連絡担当

支援本部

災害対策本部

本部員

判定コーディネーター

判定拠点

実施本部

本部員 本部員

判定コーディネーター

判定拠点 判定拠点

チーム1

判定士
（班長）

判定士

チーム2

判定士
（副班長）

判定士

チーム3

判定士 判定士

チーム4 チーム10

1班 2班 3班 4班 5班

※各班に、班長、副班長を各1名配置。10チームで1班を構成

※判定コーディネーターは、5班に1名配置

※判定士2名で1チームを構成
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震前対策編 
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1.八代市震前マニュアル 
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第 1 目 的 

 このマニュアルは、地震発生後において、被災建築物の応急危険度判定（以下「判定」と
いう。）を円滑に実施するため、判定に関する計画の作成、判定士の参集方法、判定資機材
の備蓄等を震前に八代市（実施本部）が準備すべき基本的事項について定めたものである。 

 

 

［被災建築物応急危険度判定業務マニュアルの構成］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 実施体制の確立 

1 市内で震度 6弱以上の地震が発生した場合には実施本部を立ち上げるものとする。 

ただし、被害の状況に応じた実施本部長（建築指導課長）の判断に基づき、判定を実施
しないこともできる。 

2 震前実施計画の作成 

市は、地震による想定被害等に基づき、判定実施のため必要な事項について以下のとお
り定める。 

 

（1）実施本部体制 

  実施本部は実施本部長（建築指導課長）のもと、次に掲げる業務体制を構成する。 

  なお、実施本部体制名簿は毎年度更新する。 

 

 

 

 

 

 

 

八代市実施本部業務マニュアル 

熊本県支援本部業務マニュアル 

判定士業務マニュアル※ 

判定コーディネーター業務マニュアル※ 

業務マニュアル 

震前対策編 八代市震前マニュアル 

震後対策編 

チーム編成業務マニュアル※ 

※県の計画を準用する 
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実施本部長 

（建築指導課長） 

業務： ①判定実施計画の作成、見直し（◎○） 

    ②判定実施計画の決定（◎） 

    ③住民対応、報道機関対応（◎） 

    ④支援本部、災害協定等関係自治体等との連絡調整（◎○） 

    ⑤判定拠点ごとの判定士・判定コーディネーターの人数決定（◎○） 

業務：判定全般の総括（◎） 

判定計画班：3～6人 

◎建築指導課職員 3名 ○応援職員 2名 

判定支援班：3～10人 

◎建築指導課職員 3名 ○応援職員 3名 

業務： ①建築物の被災状況、交通規制等に関する情報収集（◎○） 

    ②判定区域全体図・街区マップの作製（◎○） 

    ③地元判定士等への参集要請（◎○） 

    ④判定士、判定コーディネーター等の名簿管理（◎○） 

    ⑤判定コーディネーターとの連絡・調整（◎○） 

    ⑥判定結果のとりまとめ（◎○） 

    ⑦判定実施記録の作成（◎○） 

    ⑧判定士の班編成※（◎○） 

後方支援班：3～6人 

◎建築指導課職員 3名 ○応援職員 2名 

業務： ①判定時配布チラシ等、判定関係資料作成（◎○） 

    ②判定拠点、判定資機材、食事、宿泊の手配（◎○） 

    ③自転車、バス等判定士移動手段の確保（◎○） 

    ④民間判定士等補償制度事務（◎○） 

     ※補償制度は被災建築物応急危険度判定必携の第 3編を参照 

◎：八代市職員（建築指導課職員他） 

○：他自治体応援行政職員等 

※：判定コーディネーターの負担が大きくなる場合、判定士の班
編成については、後方支援班で行う。 
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（2）オペレーションタイプ 

   判定にあたっては、原則として実施本部業務マニュアル第５第 1項に規定するオペレ
ーションタイプ A を採用するが、被害の状況等に応じて適宜オペレーションタイプ B

を採用する。 

  ※タイプ Aは外観目視のみ、タイプ Bは所有者等の要請に応じて立入を伴う調査。 

   タイプ Aで一旦判定活動を終了したのちに、住民要望に応じてタイプ Bを含めて 

個別に実施することも考えられる。 

 

（3）想定地震と判定実施建築物の棟数 

   八代市地域防災計画（熊本県の被害想定）に掲げる本市における最も大きな地震被害
をもたらすと考えられている「布田川-日奈久断層（中部・南西部連動型）を震源とする
M7.9 の地震が発生した場合、または八代市の直下で M6.9 の地震が発生した場合」の
被害想定のもと、市内の被害建築物の判定棟数を算出する。 

   なお想定する判定実施建築物は「地震による被害が比較的大きいと予想される校区ご
との建築物のすべて」とする。 

全棟数 

想定する判定実施建築物 

地震による被害が比較的大きいと予想される校区ごとの建築物棟数 

（全棟に占める割合） 

90,432棟 
30,000棟 

（33.2%） 

 

（4）判定実施区域及び判定拠点、必要判定士数 

   特に建築物の地震被害が大きいと見込まれる地域（校区）を「要判定区域」とする。 
なお、校区ごとの全体地図等は事前に作成を行うこととする。 

※想定判定拠点：八代市本庁舎多目的ホール。 

    

 

（5）対象となる建築物の用途規模 

① 優先施設 

   基本的には戸建住宅、共同住宅、長屋、下宿又は寄宿舎（以下「住宅」という。）を
対象とするが、判定実施区域内での住宅以外の木造、非木造の建築物も被害状況により
対象とする。ただし高層建築物（10階を超える）や特殊な構造の建築物は判定対象外と
する。（当該施設所有者へは別途建築士等への調査依頼を促す） 

  ② その他 

   避難経路沿い等の建築物についても二次被害防止のため対象とする。 
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（6）判定実施期間 

   判定実施期間は 10日間とする。 

 

（7）必要判定士数等の算定 

 【算定条件】 

判定実施日数 10 日 

判定棟数 30,000棟 

1チーム（2人）当りの 

調査棟数 
15棟/日 

判定士 1班 10チーム（20人） 

判定コーディネーター 5班（100人）に 1人 

稼働日数 連続して 3日間 

 

① 必要な判定士数（延べ） 

30,000棟 ÷ 10日 ＝ 3,000棟/日 

3,000 ÷ 15棟/日 ＝ 200チーム/日 

200チーム/日 × 2人 ＝ 400人/日 

400人/日 × 10日 ＝ 4,000人（10日間の延べ人数） 

② 必要な判定士数（実数） 

1～3日目  400人 

4～6日目  400人 

7～9日目  400人 

10日目   400人 

合計 1,600人    （判定士が３日間連続で活動した場合の実人数） 

③ 必要な判定コーディネーター数（延べ） 

判定士数：400人/日 ⇒ 4人/日 ※5班（100人）に 1人として計算 

4人/日 × 10日 ＝ 40人 

④ 必要な判定コーディネーター数（実数） 

1～3日目  4人/日 

4～6日目  4人/日 

7～9日目  4人/日 

10日目   4人/日 

合計 16人    （コーディネーターが３日間連続で活動した場合の実人数） 
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（8）判定士の支援要請 

   八代市の行政判定士数が（7）の必要判定士数に満たないため、判定士の派遣について
県に支援要請を行う。 

 

（9）判定コーディネーターの養成・支援要請 

   県等が開催する研修会へ職員を派遣し、判定コーディネーターの養成を行う。 

   （7）の必要判定コーディネーター数に満たないため、判定コーディネーター派遣につ
いて県に支援要請を行う。 

  判定士に対する判定調査方法等のガイダンスに関し事前に資料等を準備する。 

 

（10）判定資機材の備蓄 

   判定活動に必要な資材、装備の備蓄を行い判定資機材備蓄リスト（＊資 2）により管
理し定期的に更新を行う。 

 

（11）県との協議 

   判定を円滑に行うため、判定実施に関し必要な事項について県と協議を行う。 

  ・支援要請する判定士数、判定コーディネーター数 

  ・不足する判定資機材の数や種類 

  ・宿泊施設、輸送手段 

 

第 3 判定士受入体制の確立 

 市は、あらかじめ他都道府県等からの応援判定士の受け入れを想定して、以下の体制の整
備を行う 

1 応援判定士のための宿泊施設を確保については支援本部（県）に事前に依頼する。 

2 応援判定士の 1次参集場所（拠点を含む）までの移動手段等について、利用できる道路
網・交通機関を予測して、要請にあたりすみやかに情報提供できるよう準備する。 

3 1次参集場所から判定拠点までの応援判定士の移送について、あらかじめ移送手段及び
移送主体を計画する。 

4 受け入れる判定士の人数に応じて、判定拠点から判定実施区域への移動に使用する自動
車、自転車等を確保するための準備を行う。 

 

第 4 判定士等への情報連絡システムの構築への協力 

 市は、実施本部が判定実施の決定後、直ちに判定士等に参集要請するなど、判定活動を早
急に開始できる体制整備が求められるため、職員の判定士や判定コーディネーターの名簿
を作成管理するほか、県から提供される市町村民間判定士の確認を行うとともに支援が必
要な場合に速やかに県に対して支援要請ができるよう、連絡網の整備を行う。（名簿更新） 
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 ［判定士に対する情報連絡システム］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5 判定技術の向上 

 市は判定技術の維持、向上のため県と連携して定期的に判定技術等に関する講習、訓練等
を行う。 

 

第 6 情報伝達の準備 

 市は全国協議会で定めた応援要請のための要請書の記入方法等を震災時に使用できるよ
う準備する。 

 

第 7 判定制度の PR 

 市は県等と協力し、判定に関し多数の判定士の確保並びに災害時における判定業務の円
滑な実施のため、判定制度について普及、啓発を行い、建築士をはじめ住民の理解に努める。 
 このため PR用のパンフレット等を作成し配布する。 

 また、FMやつしろや広報やつしろでの周知を図る。 

県（支援本部） 

熊本県職員応援判定士等 

支援市町村 

（公社）熊本県建築士会 

市町村職員判定士 

（一社）熊本県建築士事務所協会 

（一社）熊本県建築協会 

判定士 

判定士 

判定士 

TEL:096-383-3200 FAX:096-383-1543 

TEL:096-371-2433 FAX:096-371-2450 

TEL:096-364-2122 FAX:096-364-2124 

11 / 22



 

第 8 その他の体制整備 

 建築指導課は（実施本部設置課）は、防災所管部局と連携しながら、判定が迅速かつ確実
に実施できるよう、また判定終了後においても必要な体制整備を行っておく必要がある。 

 

 

八代市震前マニュアル 

制定  令和 6年 10月 
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震後対策編 
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1. 八代市実施本部業務マニュアル 
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第 1 目 的 

 このマニュアルは、地震により被災した建築物の余震等による倒壊、部材の落下などから
住民の安全を確保するため、判定を実施する本部の業務をあらかじめ定めることにより、被
災建築物の応急危険度判定を迅速かつ的確に実施することを目的とする。 

 

［被災建築物応急危険度判定業務マニュアルの構成］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 実施本部の設置 

1 建築指導課長は震度 6弱以上の地震が発生した場合、実施本部を立ち上げ、県（以下「支
援本部」という）に実施本部を設置したことを連絡する。 

2 実施本部の業務は以下のとおりである。 

① 地震発生時の情報収集 ※市災害対策本部（危機管理課他）との連携 

② 判定実施要否の判断（第３による） 

③ 判定実施計画の策定（第５による） 

④ 実施本部体制の整備（第３による） 

⑤ 地元判定士等への参集要請（第７による） 

⑥ 判定士等の輸送、宿泊所の手配等（第１０による） 

⑦ 判定結果の報告及びその活用（第１５による） 

⑧ 実施本部業務の終了（第１７による） 

 

 

 

 

 

 

 

八代市実施本部業務マニュアル 

熊本県支援本部業務マニュアル 

判定士業務マニュアル※ 

判定コーディネーター業務マニュアル※ 

業務マニュアル 

震前対策編 八代市震前マニュアル 

震後対策編 

チーム編成業務マニュアル※ 

※県の計画を準用する 
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第 3 判定実施要否の判断 

1 震度 6弱以上の場合は判定を実施する。ただし、被害の状況に応じた実施本部長（建築
指導課長）の判断に基づき、判定を実施しないこともできる。 

2 震度 5強以下の場合は、被害の状況に応じた実施本部長の判断に基づき、判定実施の要
否を判断する。 

3 実施本部長は、判定の要否を判断した場合は、実施の有無にかかわらず、すみやかに災
害対策本部及び支援本部に判定要否を連絡する。 

4 実施本部長は、判定を実施するにあたって、実施本部の構成組織として判定計画班、判
定支援班及び後方支援班を整備し、必要な人員を配置する。ただし、実施本部員が不足
する等やむをえない場合は、後方支援班については、実施本部内に設けず、支援本部に
設けることもできる。 
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〇実施本部体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施本部長 

（建築指導課長） 

業務： ①判定実施計画の作成、見直し（◎○） 

    ②判定実施計画の決定（◎） 

    ③住民対応、報道機関対応（◎） 

    ④支援本部、災害協定等関係自治体等との連絡調整（◎○） 

    ⑤判定拠点ごとの判定士・判定コーディネーターの人数決定（◎○） 

業務：判定全般の総括（◎） 

判定計画班：3～6人 

◎建築指導課職員 3名 ○応援職員 2名 

判定支援班：3～10人 

◎建築指導課職員 3名 ○応援職員 3名 

業務： ①建築物の被災状況、交通規制等に関する情報収集（◎○） 

    ②判定区域全体図・街区マップの作製（◎○） 

    ③地元判定士等への参集要請（◎○） 

    ④判定士、判定コーディネーター等の名簿管理（◎○） 

    ⑤判定コーディネーターとの連絡・調整（◎○） 

    ⑥判定結果のとりまとめ（◎○） 

    ⑦判定実施記録の作成（◎○） 

    ⑧判定士の班編成※（◎○） 

後方支援班：3～6人 

◎建築指導課職員 3名 ○応援職員 2名 

業務： ①判定時配布チラシ等、判定関係資料作成（◎○） 

    ②判定拠点、判定資機材、食事、宿泊の手配（◎○） 

    ③自転車、バス等判定士移動手段の確保（◎○） 

    ④民間判定士等補償制度事務（◎○） 

     ※補償制度は被災建築物応急危険度判定必携の第 3編を参照 

◎：八代市職員（建築指導課職員他） 

○：他自治体応援行政職員等 

※：判定コーディネーターの負担が大きくなる場合、判定士の班
編成については、後方支援班で行う。 
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第 4 要判定区域、判定実施区域等の検討、決定 

 実施本部（判定計画班）は、以下の項目について検討。決定をし、その内容をすみやかに
支援本部に連絡する。 

一 実施本部は、被害情報等をもとに地震の規模、被災範囲を推定し、建築物の倒壊等被害
の大きいと予想される地域（以下「要判定区域」という。）を設定した上で、当該区域内
の推定判定対象棟数から必要な判定士数、判定コーディネーター数を算出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5 判定実施計画の策定 

1 実施本部（判定計画班）は、被害状況、被災地の状況に基づき、次の内容からなる判定
実施計画を策定する。 

① オペレーションタイプ 

タイプ A：判定実施区域として定めた区域内の対象の建築物について、「外観」調査を 

中心として判定を実施 

タイプ B：所有者等の「要請」に応じた対象について。「立入り」調査を含む判定の実施 

② 判定実施区域及び判定拠点、優先順位 

 

③ 対象となる建築物の用途規模 

基本的には戸建住宅、共同住宅、長屋、下宿又は寄宿舎（以下「住宅」という。）を対象
とするが、判定実施区域内での住宅以外の木造、非木造の建築物も被害状況により対象
とする。ただし高層建築物（10 階を超える）や特殊な構造の建築物は判定対象外とす
る。（当該施設所有者へは別途建築士等への調査依頼を促す） 

【解説】 

a 要判定区域の設定は、震前計画の被害想定、職員による情報収集や災害対策本部から
の情報、住民からの通報などの被害情報をもとに定め、必要に応じて見直す。 

b 震前マニュアル第２第２項を参照し推定判定対象棟数を算出する。 

c 二次被害の危険性の有無を考慮し判定実施の要否を判断する。 

 ・化学工場、危険物貯蔵施設など二次被害を起こす可能性がある区域 

    ⇒事前に区域を把握/消防に危険物施設リストの有無確認/ 

     危機管理課が把握している内容の確認等 

 ・がけ崩壊のおそれがある区域 

 ・周辺に火災が発生しており、延焼の可能性が高い区域 

d 判定実施区域については、被災情報等に応じ適切に優先順位を定め、具体的な実施ス
ケジュールを定める。 
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④ 判定実施期間 

判定実施期間は 10日間とする。 

⑤ 必要判定士数 

⑥ 地元判定士数・応援判定士数 

⑦ 必要判定コーディネーター数 

⑧ 地元判定コーディネーター数 

⑨ 判定コーディネーターの配置計画 

⑩ 判定資機材の数量 

⑪ その他 

 

2 第１項の③から⑩までについては、判定実施区域ごとに定める。 

 

第 6 支援本部への支援要請 

1 実施本部長は、必要に応じて支援本部長に対して判定士、実施本部員、判定コーディネ
ーターの派遣、判定資機材等の支援要請を行う。 

2 実施本部（判定計画班）は、支援内容、支援開始時期等について支援本部へ速やかな連
絡を求める。 

 

第 7 地元判定士等への参集要請 

 実施本部（判定支援班）は、被害調査及び判定区域決定のため地元判定士等に参集場所、
参集時間、判定業務従事予定期間等、必要な事項の連絡を行い、参集を要請する。 

 

 

第 8 判定資機材の手配 

 実施本部（後方支援班）は、判定拠点に必要な数量の判定資機材を輸送する。 

 

 

第 9 判定コーディネーター及び判定士の配置 

1 実施本部（判定支援班）は、判定実施計画に基づき、判定コーディネーターを配置する。 

2 実施本部（判定支援班）は、判定実施区域における必要な判定人数に応じた判定士を配
置する。 

3 実施本部（判定支援班）は、判定コーディネーターに班を編成させる。 

 

 

第 10 判定士等の輸送、宿泊所の手配等 

1 実施本部（後方支援班）は、参集場所から判定拠点等へ判定士等を輸送する。 
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2 実施本部（後方支援班）は、判定士等の宿泊場所の確保、食料の準備等の確認を行う。 
3 実施本部（判定計画班）は、第１項及び第２項に関する情報を取りまとめ、実施本部（後
方支援班）だけでは準備が困難となる事項について、支援本部に連絡し、支援を要請す
る。 

 

第 11 判定士等の受入れ・名簿作成 

1 実施本部（判定支援班）は、参集した判定士等の受入れを行い、名簿（＊様式 3）を作
成する。 

なお、応援判定士等の場合、代表者が持参する名簿、判定資機材のリストに基づきこれ
らの確認を行う。 

2 実施本部（判定支援班）は、前項により要請した支援内容に対する不足が認められた場
合には、その内容についてすみやかに支援本部に連絡し、追加の支援を要請する。 

3 実施本部（後方支援班）は、保険加入手続きに必要な情報などについて支援本部に連絡
する。 

 

第 12 判定調査方法等のガイダンス 

実施本部（判定支援班）は、判定活動の開始に先立ち、判定士に対する判定調査方法等に
ついてのガイダンスを、判定コーディネーターに行わせる。 

  

 

第 13 判定業務の開始 

実施本部（判定支援班）は、判定コーディネーターに対して判定業務を開始するよう指示
する。 

 

第 14 判定業務の中止 

1 実施本部（判定計画班）は、荒天等により判定の継続が危険と判断される場合は判定コ
ーディネーターに対して判定業務を中止するよう指示する。なお、中止の判断は、支援
本部または判定コーディネーターの意見を参考にすることができる。 

2 実施本部（判定計画班）は、判定業務の中止を判断したときは、支援本部にすみやかに
報告するものとする。 

 

第 15 判定結果の報告及びその活用 

1 実施本部（判定支援班）は、判定コーディネーターから報告を受けた当日分の判定結果
をとりまとめ、災害対策本部及び支援本部へ報告する。 

なお、実施本部（判定計画班）は、特に注意を必要とする被災建築物等の有無及び被災
状況について考慮し、現地を再調査するなどの必要な措置をとる。 
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2 実施本部長は、人の生命又は身体に対する危険を防止するため、特に必要と認めるとき
は、判定を受けた建築物について立入禁止や使用禁止などの適切な措置をとるよう災害
対策本部長に要請する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 16 住民への対応 

1 実施本部（判定計画班）は、被災地の住民に対して、判定実施の理解を得るために、制
度の内容や判定の実施状況等について避難所や市ホームページなどで広報する。 

2 実施本部（判定計画班）は、判定開始とともに、建築物等の所有者からの判定結果に対
する相談窓口を設置する。（実施本部_市建築指導課：0965-33-4750） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 17 実施本部業務の終了 

1 判定業務の終了は、原則、判定実施計画に基づく実施期間が満了した時点とする。 

2 実施本部（判定支援班）は、判定結果の最終集計や資料の整理を行う。 

3 実施本部（判定計画班）は、最終集計された判定結果を、災害対策本部及び支援本部へ
報告する。 

4 実施本部長は、最終集計された判定結果を建築指導課で保管し、実施本部を解散する。 

【解説】 

a 実施本部（判定計画班）は、判定に併せて周辺地盤等の情報を得た場合は、その結果
を被災宅地危険度判定実施本部への引継ぎを行う。 

b 実施本部長は、再調査等の結果を受け、特に危険と認めた被災建築物に対しては、災
害対策基本法第 63条に基づく措置を災害対策本部長に要請することができる。 

【解説】 

a 応急危険度判定と「被災度区分判定」や「り災証明」発行のための「住家被害認定調
査」とは混同されやすいため、判定活動はパンフレットを持参し必要に応じて配布する。 
b 避難所やホームページ等において、応急危険度判定活動の実施に関する情報提供を行
う。その際、以下の情報を提供するものとする。 

① 判定の開始時期 

② 判定の実施予定期間 

③ 判定の実施予定区域 

④ 判定に関する問い合わせ窓口 
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第 18 実施本部解散後の対応 

1 建築指導課は、災害対策本部と連携して、必要に応じ、建築物等の所有者からの被災度
区分判定等の相談等に対応できるよう、建築関係団体への協力要請や相談窓口を設置す
る等適切な措置をとる。 

2 建築指導課は、実施本部解散後においても、判定結果を災害復興等に役立てるべく災害
対策本部に協力する。 

3 建築指導課は、災害対策本部解散後においても、判定に従事した判定士等へのアフター・
ケアーを心がける。 

 

 

 

 

 

八代市実施本部業務マニュアル 

制定  令和 6年 10月 
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八代市被災建築物応急危険度判定マニュアル 
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